
 地域との共生プロジェクトチームが行っている環境教育は、
毎年恒例となって依頼をいただく小学校が増えてきました。
今年は、新たに意東小学校様と持田小学校様からも依頼が

拝啓時下ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。
平素は弊社業務につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

NEWS

　食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生抑制と減量化、再生利用等を促進す
る目的で平成13年5月1日に施行された法律です。食品廃棄物の再生利用を促
進するために、廃棄物処理法や肥料取締法の特例を設け、リサイクル業者を「再
生利用事業者」として認定する制度や、食品廃棄物の排出事業者・再生利用事
業者・農林漁業者が共同で食品廃棄物の再生から利用の確保に取り組む循環
型の事業計画を認定する「再生利用事業計画（リサイクルループ）認定の制度が
あります。
　当社は平成21年6月に再生利用事業者の認定を受け、その後リサイクルルー
プ認定に取り組みました。食品廃棄物の排出事業者として、松江市を中心にスー
パーを展開されている株式会社ふくしま様（松江市母衣町、ラパン４店舗及び惣
菜・青果センター２店）と農林漁業者として農業生産法人㈲アースファームと共同
し、平成22年4月5日付で中国地方初の認定を受けることが出来ました。

４月２２日　揖屋小学校 様
４月２７日　雑賀小学校 様
５月１２日　母衣小学校 様
５月１８日　竹矢小学校 様
５月２０日　意東小学校 様
５月２５日　持田小学校 様
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あり、７学校で実施しました。教育内容は、「ごみの分別方法とごみの行方」というもので、家庭から出るごみの実物と指定袋を持
参し、ゲーム形式で分別方法を説明します。その後、分別されたごみが、最終的にどこへ運ばれ、どのようにリサイクルされるのか
などを写真やイラストで説明をします。一番人気なのは、ごみ収集車両見学です。当社が所有している塵芥車（パッカー車）を学
校に持って行き、実際にごみを車両に投入する体験をしてもらいます。また、運転席に座ったり、バックモニターを見たりできるた
め、子供たちはとても喜びます。環境教育は、環境保全活動への重要な活動の一つであり、当社のような廃棄物に係る企業こ
そ出来る教育もあります。逆に、環境教育の中で子供たちの素朴な質問を受けることで、わたしたちが学ぶこともたくさんあるの
です。今後も継続的に活動を行い、より良い環境教育プログラムをみなさんに提供できるよう努力して参りたいと考えています。




